
会議概要 

会議名称 令和８年度第１回世田谷区児童福祉審議会保育部会 

開催日時 令和 8年５月８日（金曜日）１8時００分～１９時４０分 

参加委員
（敬称略） 

普光院亜紀（部会長）、坂田哲人、園田巌、丹羽克裕 

報告概要 

１ 

区内私立認可保育園における補助金の不正受給について 

【意見等】 

・事業者からの申告ベースでの審査となるため、書類が整っていると不正を見抜
きにくい場合もある。指導検査などで事業者の意識を高めるとともに、今回を機
に区としてのチェック体制の強化を検討してほしい。 

２ 

区内認証保育所における補助金の不正受給について 

【意見等】 

・賃金台帳を改ざんしているという点で、事業所の運営の根幹に関わる問題であ
る。補助金申請の資格停止などの対応を検討することも必要ではないか。 

・多くの利用者がいる中で、返還額が大きくなると園運営への影響が想定される
ため、バランスをとってやってほしい。 

・他の事業者にも事案を共有し気を引き締めていただく必要があると思う。 

・今回の防止策として、区から事業者に支払われる賃金改善にかかる補助金の制
度を職員に周知する取り組みは有効だと思う。 

３ 

保育施設等に関する虐待通報について 

【意見等】 

・保護者は園に対して弱い立場にあり、なかなか園に言いづらい保護者も多い。
保護者と園との信頼関係ができていれば、区を介さずとも保護者と園との間で解
決できる事例も多いように見受けられた。 

・通報窓口とは別に不適切な行為に当たるのかを相談できる窓口があれば、より
深刻な事例に対して素早く対応できるのではないか。 

・園のマネジメントや職場風土等、問題の本質や原因がどこにあるのかを考えて
いく必要がある。組織に対する働きかけや分析などの視点も必要ではないか。 

・不適切な行為に当たらない事例であっても、小さな問題を放置しておくとエス
カレートしていくことがある。通報があったということは問題があったのでは、
と解釈することは大事である。 

・特に学齢期の児童には毅然とした態度を取らなければならないこともある。そ
れと虐待との線引きは、表面的な判断ではなく、背景を含めて判断していく必要
がある。 

 


